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はじめに

わが国で共同作業所(無 認可小規模作業所)が 誕生するのは、名古屋での 「ゆたか作業所」の

開設(1969年)が その始ま りであ り、その後1972年 に 「みの り作業所」が開設 し、この二つの作業

所の実践を契機 に全国各地に設置 されていくのである。 この共同作業所づ くりの発端は、当時の

貧困な障害者福祉施策のもとで、障害者 とその家族の正当な要求を受け止めつつ、それを権利 と

して実現 していくことを目指 した運動であった。 この運動は 「働 く権利の保障をめざ して、『働

けない』『働 くことは無理だ』 といわれてきた中度重度の 『ちえ遅れ』の障害者に、『労働への参

加』 とそのことを通 じての 『発達の事実』 をつ くりだ してきた」 ωのである。そ して 「ゆたか作

業所」の実践から、社会福祉法人 「ゆたか福祉会」(1972年)が 誕生 し、それまでの運動 と実践 を

さらに高めていくことになるのである。同時にこの実践は、「全国障害者問題研究会」(1967年 結

成)の 運動 と研究のなかで権利保 障 ・発達保障の実践 として深 められ、1977年 の 「共 同作業所全

国連絡会」の結成によって一層の発展をみ るのである。

元来、知的障害者をその主たる対象 として発展 してきた小規模作業所であるが、今 日では、精

神障害者 もその対象 として各地で設置 されてきている。<表1>は 、2000年8月 現在の全国の都

道府県 ・指定都市 ・中核市において自治体か ら補助金 を交付 されている小規模作業所の一覧で あ

る。全国総数5587カ 所であ り、1999年 度か ら2000年 度では385カ 所の増加がみ られ る。毎年200カ

所以上増加 しているといわれている。 そ して、精神障害者を対象 とした作業所の伸びが著 しく、

この動向は、いかに今 まで精神障害者 に対す る社会的対応が遅れてお り、その地域生活が阻害 さ

れていたかの証左で もあるといえる。都道府県別でみ ると、兵庫県が前年比較で42カ 所 の増加 と

なってお り、他の都道府県に比べて極 めて多い。そのほか福 島県、埼玉県、東京都、神奈川県、

大阪府、岡山県、広島県、沖縄県などで2桁 の増加がみ られ る。政令指定都市全体では43カ 所、

中核市全体では51カ 所の増加 がみ られる。全体的には大都市を抱 えている都道府県を中心に作業

所の設置が進んできているといえる。 ちなみに、拙論で取 り上げる富山共同作業所 ラッコハ ウス

が位置す る富山県 ・富山市の状況 は、富山県全体では2000年 度に 「心身障害者」関係 が22カ 所

(前年21カ 所)、 「精神障害者」関係が18カ 所(前 年同数)で あ り、結果1カ 所の増加 となってい る。

富山市では、1999年 度か ら2000年 度にかけて作業所の増加はみ られない。

しか し、昨今の自治体財政 の悪化は、 これ らの小規模作業所の運営にも影を落 とす結果を もた

らしている。そ して 「社会福祉基礎構造改革」の流れの中で、社会福祉法人取得条件の緩和 は、

後述するように さらに新たな問題 を発生 させ ることになるのである。



〈表1〉　2000年 度都道府県 ・政令指定都市 ・中核市 ・東京都特別区小規模作業所補助金交付 ヵ所数

*(2000年8月1日 現在、共同作業所全国連絡会調べ/00・99年 度の数字とも予算カ所数で集計)

*政 令指定都市及び中核市からは都道府県重複分を、東京都特別区は東京都重複分を、それぞれ除いた数字

*日 本知的障害者連盟編 『発達障害白書2002』 日本文化科学社　 2001年10月　 140頁 ～141頁 より筆者作成



さて、一概に小規模作業所 といつても、その設置 目的や設置経緯 、設置主体 ・運営主体、実践

理念、職員構成、事業内容、経済基盤、利用者の障害種別お よび障害程度等々については、それ

ぞれの作業所によって異な り、地域性 も大きく影響 している。 そ してそれ らの作業所は性格的に

み ると大きく2つ に分類す ることができる。ひ とつは、障害者 とその家族をはじめとして、障害

者問題 に関わ る多 くの関係者によって、障害者の基本的人権を守 り、労働 と発達の保障を軸に し

た科学的理論を基に活動 ・運動体 として発展 してきた ものである。そ してもうひとつは、こ うし

た運動体 としての性格よりも、より具体的に養護学校等障害児諸学校卒業後のわが子の進路に不

安を抱いた多 くの障害者の保護者 とその所属す る団体の不断の努力 と自己犠牲によって設置 され

てきているものである。 この性格の作業所 は、設置することと日々そこへ通所す ることを 目的 と

している場合が多 く、人間の成長 ・発達に関す る科学的理論に裏付けされた実践が展開 されてい

るとは言い難いのである。 しか し、いずれの場合であって も共通 していえることは、その設置の

主体的契機か ら考えると障害者の在宅 ・地域生活支援機能 を持 ったものであるとい うことである。

拙論は、このような小規模作業所の運動体 としての機能 を再確認す ることを目的 として、その

運動的側面に着 目し、実際の作業所での運動 とその実践を取 り上げるものである。

なお、本来 「共同作業所」 とい う用語は、後述す る 「共同作業所全国連絡会」に所属 している

小規模作業所 を指す ものであるが、昨今ではそれに限 らず一般的に広 く使用 され るようになって

きている。その意味で、拙論ではすべて 「共同作業所」 とい う用語 を使用す ることにする。

1.共 同作業所の歴史的背景 と今後の方向性

(1)共 同作業所誕生の歴史的背景

前述 した ように共同作業所の原型が登場するのは1960年 代終わ りであ り、1970年 代にかけて多

くの設置運動が芽生えて くるのである。

1960年 代の高度経済成長は障害者福祉分野にも大きな変革をもた らしている。高度経済成長政

策は、労働力流動化政策によって産業構造 と地域構造を変革 させてきた。 とくに労働力の不足 は

身体障害者を労働政策の対象 として組み込むことで、障害者の雇用政策 を一定限度進展 させてき

たのは事実である。 「身体障害者雇用促進法」(1960.7:法 律123)(現 行:「 障害者雇用促進法」)

の制定は、在宅.地 域生活の方途がほとんど整備 されてこなかった身体障害者を低賃金労働力と

して利用 しようとするものであった。職業更生対策を全面に押 し出す形で とくに軽度障害者を対

象に積極的に労働行政の対象 として位置づけてくるのである。 こ うして軽度障害者 と重度障害者

を分断 し、重度障害者に対 しては施設 「収容」主義を充実 させ る方向へ と向か うのである。 この

ことは一方で、労働政策の対象 となる障害者 とそ うでない障害者を分断す ることにな り、 とくに

重度 ・重複障害者を劣悪な社会福祉政策の対象に押 しとどめることになる。 また、1960年 代後半

の施設福祉か ら在宅福祉への転換は、施設 「収容」主義か らの脱皮を図った ものであったが、 し

か しこの在宅福祉への方向は、社会参加 が可能な障害者 を対象 とするもので、重度の在宅障害者

の問題 はやは り放置 されたままであった。 こうしたことが、1970年 代前半の 「まちづ くり運動」



や 「生活圏拡張運動」へ と展開 していくのである。

一方
、知的障害者については、1960年 によ うや く 「精神薄弱者福祉法」(1960.3:法 律37)(現

行:「 知的障害者福祉法」)が 制定され、知的障害者への社会福祉対策が整備 されていくのである。

これよ り先に 「知的障害者援護施設」は制度化 されてお り、これ らは、当時の知的障害者関係団

体が要望 した結果であった。そのような運動の成果によって、1960年 代を通 じて、重度知的障害

者を対象 とした施設の整備 が行われ、重度知的障害者の保護政策が展開するのである。 もちろん

これ は、重度知的障害者 を入所型施設に押 しとどめ、隔離的発想 によって社会防衛的意味合いを

もった もの として機能 していたものに他な らない。

さらに精神障害者 にいた っては、「精神衛生法」(1950.5:法 律123)(現 行:「 精神障害者保健

福祉法」)に よって精神病院への強制入院 ・措置の対象 にこそなれ、地域生活支援などとは無縁

の状況に置かれてお り、共同作業所の設置な どまったく範疇外に置かれていたのである。

このよ うな一連の社会的動向を背景に、1970年 代にはそれまで各地で分散 して活動 していた各

種 の障害者団体の全国組織が結成 されるのであるが、それ らはその性格か ら次のよ うに大きく3

つに分類す ることができる。

第一の方向は、第二次大戦後再結成 された 「日本精神薄弱児愛護協会」(1949年)(現:「 日本知

的障害者福祉協会」)や 「全 日本精神薄弱者育成会」(1959年)(現:「 全 日本手をつなぐ育成会」)

などに代表 されるような、障害種別にそれぞれ個別の要求を満たすための、いわゆる相互扶助的

な当事者組織の結成である。 これ らの団体はもともと各地で個別 に結成 されていたものがやがて

障害別の全国組織へ と発展するのである(2)。とくにこの 「育成会」は、その後の 「知的障害者通

所援助事業」にみ られ るよ うな施策の創設に大きな力を発揮 していくのである。

第二の運動の方向は、障害者 自身 とその周囲の人び とを巻き込んで組織 されてきた運動である。

この運動は、「障害者」 「健常者」とい う対立構造を基本に置いて、障害者 自身 を中心とする団体

によって、 自らの要求実現のために、社会的に問題 を告発する方向で部落解放運動などとも結び

ついて、他の運動を排除 しつつ要求運動を展開する方向である。

そ して最後に、1967年 に結成 された 「全国障害者問題研究会」や 「障害者の生活 と権利 を守 る

全国連絡会」に代表 され る方向である。 この運動は、障害者のみな らず、その家族や広 く地域の

人々や教職員等の個人や労働組合な どの団体が、共通の要求 ・目標を掲げ、その実現に向けて民

主的な要求運動を展開 してい くものである。障害者の発達 と生活 ・労働の保障を明確 に権利 の問

題 としてとらえ、権利保障 ・発達保 障の運動 として行われた権利擁護型の運動である。 この一連

の運動 のなかで、共同作業所の設置に大きな役割 を果た して来た 「共 同作業所全国連絡会」

(1977年)が 誕生す るのである。

これ らの各種障害者団体が、1970年 代に入 ってそれぞれの理念 ・方法でもって様々な形の作業

所を全国各地に設置 していくのである。 とくに、1979年 の養護学校設置義務制の実施は、学卒後

の進路問題をクローズア ップ させ ることになる。 しかし、すでに高度経済成長の終焉を迎えてい

たわが国 とって、養護学校を卒業 した比較的重度の障害者を労働市場に受け入れ る余地は残 され



ていなかったのである。 さらに1981年 の国際障害者年は、障害者問題 に対す る国民的関心を高め、

同時に障害者の権利保障運動が活発化する契機 となるのである。 このよ うな1980年 代の社会的動

向は、・前述 したよ うな2つ の違 う性格の作業所の増加に拍車をかけるのであ り、それは障害者 を

対象 とした当時の政策のあ り方に対す る要求運動の結果 であった。

(2)「 共同作業所全国連絡会」の誕生とその理念 ・特徴

さて、全国各地で設置 されてきた共同作業所の全国組織 として誕生 したのが、「共同作業所全

国連絡会」である。 この会 は、それ まで個 々バ ラバ ラに運動 し運営 して きた経緯の中で、「共同

して国への要求運動を したい」「それぞれの作業所の交流が したい」 とい う現場従事者か らの声

によって結成 されたのであった。

1977年8月 、名古屋市内の旅館の一室で この 「共同作業所全国連絡会」は産声を上げる。この

結成会が もたれたきっかけについて、 当時の事務局長である藤井克徳は、まず第一に、 「全国障

害者問題研究会全国大会」の労働分科会に共同作業所 の関係者やそれに関心を持つ人が集 まり、

継続的に交流を持つ場を求めていたこと。第二に、全国の共同作業所の関係者か ら 「国に対 して

一丸 となって運動を展開 したい」「年 に一度 ぐらいは交流 したい」 とい う現場か らの声が寄せ ら

れていた ことなどを上げている(3)。各地で作 られていた共同作業所同士の小規模な交流や運動は

あったとしても、国に影響 を及ぼす ような運動にはな りえず、その意味で全国組織の必要性が求

め られていたのである。そ して 「障害者 自身の 『人間 らしく生きたい』『働 きたい』 とい う切実

な要求にもとづき、障害の種別を越え、重い障害を もつ人 々に焦点 をあてた 『障害者の働 く場』

『人間らしく生きる場』をめざし」(4)て運動が進め られたのであった。 ここで注 目しておかなけ

ればな らない ことは、「障害の種別 の枠 を越 え」た実践であった ことと、重度の障害者に焦点を

当てていたことである。作業所が誕生 した当初は知的障害者をその主たる対象 として展開 した。

やがて1970年 代後半になると、脳性マ ヒ者を中心 とした身体障害者をその対象に加 え、1980年 代

になると精神障害者の利用 も目立 って くる。その後は、重度 ・重複障害者や中途障害者な どもそ

の対象に加 えて行 くのである。作業所のそれまでの実践の積み重ねが、 当時政策的には障害者福

祉施設 の対象 としては排斥 されていた障害者をいち早 くその対象 に据 えて展開 してきたといえる。

ところで、 この 「共同作業所全国連絡会」の発足の基盤 となった 「ゆたか福祉会」の実践理念

は次のよ うにまとめられている。

まず第一には、労働保障を権利 として捉 えること。 これは 「障害者の働 く場 を保障す る取 り組

みに始ま り、それ をたんなる働 く場の確保 にとどめるのではなく、労働 を発達の保障 と生活の保

障ををめざす権利 としての思想に高め」 る実践 として取 り組む ことである。

第二に、仲間(利 用者)の 限 りない発達 をめざす。作業所の利用者同士の仲間集団の徹底 した

話 し合いを基盤 として、ひ とりひ とりの要求を引き出 し大切にす ることを通 して、自治を確立 し

ていこ うとす るものであ り、 さらに仲間の全生活に関わ りつつ家族 とともに学び活動す る姿勢 を

もってきた こと。

第三には、職員集 団の発展 と民主的運営を作業所運営の要 とすることである。 「作業所 はみん



なの もの」 とい う理念のもと、「職員集団は、討論 ・学習 ・行動のなかで障害者観への偏見を克

服 しつつ、仲間 と対等平等な人間関係を確立 し、共に学び育ちあ う立場 と、指導 し、援助すると

い う自らの専門的立場 とを統一 し実践に取 り組む中で集団 としての発展に努力 してきた」のである。

第四に、地域 ・社会づ くりとしての施設づ くりをめざす。障害者の隔離 ・「収容」保護的施設

に反対 し、障害者が地域住民 として人間らしく生活 し発達 していける地域 ・そ してその地域づ く

りの一環 としての施設づ くりをめ ざしてきたこと。

第五は、障害者問題 を国民的課、題 として捉える。障害者の問題 をその障害者だけの問題に押 し

とどめるのではな く、各種の団体個人に訴え、共に学びあ うことを通 して国民すべての問題 とし

て捉 え取 り組んできたのである(5)。

この 「ゆたか福祉会」の実践理念が基にな り 「共同作業所全国連絡会」の基本的性格 ・運動理

念が構築 されてい くのである。それは、第一に、重度障害者 にとって、「働 くことは人間 として

生き、人間として発達 してい く上で欠 くことのできない大切な権利であ」るがゆえに、共同作業

所はその権利の保障 をめざす ものであること。第二に、単に働 く場の保障 とい うだけではなく、

「働 くことの人間的な意義 を明 らかに しつつ、障害者の発達の保障をめざす」のであ り、それゆ

え 「共 同作業所 での労働 は教育的な配慮 をともなった集 団での労働 であ」 ること。第三には、

「働 くことを軸に」 した、障害者 が 「人間らしく生きるための総合的な権利の保障をめざす もの

であること」。第四には、 「障害者 、家族、職員お よび関係者が ともに力を合わせ、運営に参加 し、

民主的な討議 をもとに共同事業 としての発展をめざす こと」。第五には、その発展の過程で 「市

民や地域のさまざまな団体 との協力の輪 を広げること」などである(6)。このような理念基づいて

共同作業所設置運動のみならず、政府への請願署名運動や 自治体での補助金要求運動などを行 っ

てきたのである。その経過の中で1981年9月 には、これ らの理念 を総合 して 「わた したちのめざ

す もの」 を採択するのである(7)。そ してこの運動の中では、「働 くことが人間にとって大切な権

利 であることと同時 に、もっ とも人間的な営みであること」 と、 「労働の主人公 は人間であ り、

それは障害 をもっていて も変わらない とい う考えにもとづ き、仕事に障害者 を合わせるのではな

く、障害のある人に合わせた仕事の展開」を常に考えてきたのである。すなわち、"作 業所が障

害者を選別するのではなく、利用者に合わせて作業所 をつ くる"と い う点 こそ、共同作業所運動

がもっとも大切に してきたことであった。

この 「共同作業所全国連絡会」の作業所設置運動は、やがて他 の障害者団体の作業所設置運動

にも大きな影響 を与えることになるのである。 しか し、この ような各種の障害者団体による設置

運動の中では、「共同作業所全国連絡会」がもっ とも大切 に してきた"作 業所が障害者 を選別す

るのではな く、利 用者 に合わせ て作業所をつ くる"と い う視点はいつの間にか捨象 され 、「作
曼

業」を重視す るあま りその 「作業」ができる障害者のみを入所 させ る、すなわち作業所が障害者

を選別す る事態がまか り通っていることは、共同作業所のもつ大きな問題 といえる。

(3)共 同作業所の課題と今後の方向性

このような共同作業所 の持つ課題は次のような点にあるといえる。



その第一は、共同作業所づ く りの運動は、作業所ができたか らといって終了するものではな く、

作業所を どう運営 し、利用者の権利 と発達を保障 し、それ を確保す るために何 をどう行 えばよい

のか、そこでの取 り組みのあ り方が次に問われてくるのである。共同作業所のなかには、 とにか

く作ればよい とい う風潮があ り、設置 したことで満足 し、既存の施策やサー ビスを利用 しなが ら

なん とか維持 していけるよ うに努力す ることに終始 している作業所が多い。それは、作業所の多

くが、養護学校等障害児諸学校卒業者の親や関係者が、わが子の進路保障のひ とつ として、ある

いはそれ しか行き場がないとい うことで、懸命に自己犠牲の中で作 り上げてきたものが多いこと

に理由がある。そ して、 「共同作業所全国連絡会」関係 の作業所は もとよ り、多くの作業所 が一

部を除いて資金的に も日々の運営を十分支 えることができない現状にあるのも事実であ り、地域

の中小零細企業の下請 け作業をもって、 日々の運営費や利用者の賃金を捻出 しているのである。

こうした状況の中では、昨今の ように不況になれば作業がないとい う事態に陥るのは当然であ り、

また作業効率を優先す るあま り作業所が障害者を選別する事態が生み出され ることになるのであ

る。本来もっとも相容れないはずの資本主義社会の経済構造を共同作業所内に取 り入れ ては、共

同作業所の意味はな くなる。 こうした構造は、作業所 をつくれば よい とする短絡的思考によるも

のであ り、そのあとの方向性がまったく構築されていない結果産み出 される弊害 といえる。 さら

に、作業所の持つ意味、その存在意義が理論的に構築 されていない結果 ともいえ、設立の理念は

りっぱでも、その理念 と現実とのギャップがあま りにも大 きいのである。 したがって、今一度共

同作業所の理念 と現実を見つめ直 し、そのギャップをいかに埋めてい くか とい う取 り組みが必要

になってくるのである。

第二に、既存のサー ビスを利用するに しても、現行のもので良 しとす る姿勢では障害者間題の

解決にはいきつかない といえる。現行制度を最大限に活 か してい くことは もちろんであるが、作

業所がすべてのニーズを満たす ことはできるはず もなく、現実的にも不可能である。そこで、利

用者 とその家族の生活要求に基づいた新たな施策を構築 してい くことが求められて くるのである。

その場合、個人の成長 ・発達は、集団の発達や社会の発展 とはけっ して無関係 ではなく相互に規

定関係 をもっていることの認識が重要 となる。そのためには、障害者 とその家族の生活実態 を科

学的に明らかにす ることがまず必要 といえる。 「共同作業所全国連絡会」が誕生 した1977年 以降、

それまでには見 ることができなかった障害者 とその家族、地域社会、共同作業所、労働実態等に

関する実態調査が散見され るよ うになることは、その重要性 を物語っているといえる。

第三に、障害者 とその家族を中心 とした福祉的要求に答えるべ く制度の創設 と政策の検討 が必

要 となる。 これは先の実態調査にも関係 するものであるが、現行 のサー ビスが本当に利用者側の

要求を満たす ものとして機能 してい るか どうか、いわばサー ビスの効果測定が必要 となるのであ

る。地域で居住 し、共同作業所を利用 している利用者 とその家族 はもちろんのこと、 より重度 ・

重症障害者を対象 とした、サー ビスの検討が重要 となるのである。

そ して、第四には、それ らの結果に基づいた社会福祉運動(障 害者運動)を 構築 し、その運動を

住民運動にまで高めつつ展開 してい くことである。 しか し、この施策 を構築 していくための運動



によって政策側 を動かそ うとすれば、そ こには実績が重要 となる。施策の有効性が予測できる調

査研究によるデーターの整理が必要で、政策側に制度化に踏み切 らせ る見通 しと根拠が必要 とな

るのである。 したがって、単に要求す るだけではな く、問題解決に必要な制度がなければ、政策

にそれを創設 させ るためにも、共同作業所が必要な活動を率先 して展開 し、それは部分的には政

策の肩代わ りであるか もしれないが、共同作業所存在自体が、ある意味では貧困な政策の肩代わ

り的存在であることをあえて認識 しつつ、そ こで利用者にとって必要なサー ビスを提供 しつつ、

最初は試行錯誤の連続 であるかも しれないが、その実績 をもとにつねに政策側へ押 し返 していく

機能 ・役割が求め られ てくるといえる。 しか し、多 くの共同作業所が こうした運動的側面を捨象

して、 日々の運営にのみ努力を重ねている実態を放置すれば、それは共同作業所がもっとも嫌 う

べ き障害者の選別 を助 けることにな り、また、いつまでも政策の肩代わ り的、言い換 えれば、安

上が り政策の片棒 を担 ぐことになって しま うことに注意 しなければな らない。

そ して最後に、近年の 「障害者プラン」は、障害の枠を越えた施策 の実施が基本 となってお り、

その意味では、わが国の障害者福祉施策の一歩前進であるといえる。 しか しこれ を机上の空論で

終わらせ ることなく、真に障害者の生活 と労働の基本的権利 を保障す る政策 として実現 させてい

くことが当面の課題であるといえる。すなわち、わが国の障害者福祉関係法令 ・制度の整備 と財

政問題の解決に向けて運動の主体 となることが求められているといえる。

今後の共同作業所の方向性 として、以上の よつな課題 を基に、「権利保 障の視点に立つた地域

での障害者運動のセンター、あるいは拠点 として、砦 としての役割が期待 され」るのであ り、そ

の 「力量を発展 させなが ら障害者問題解決の拠 り所、情報の発信地としても役割を期待 される」

ものであるといえる(8)。

2.富 山共同作業所ラッコハ ウスの実践

(1)運 動的側面の特徴

富山共同作業所 ラッコハ ウスの実践の特徴 についてはすでに報告 しているが(9)、前述 した共同

作業所の役割 ・機能の面に即 してその特徴を上げてお く。

まず第一に、その設立当初か ら、障害の種類や程度を問わず全ての障害者を受け入れ、文字通

り利用者(仲 間)主 体の実践を展開 していることである。車いす を利用する肢体不 自由や聴覚 ・言

語障害をもつ身体障害者か ら重度知的障害者にいたるまで、 さま ざまな障害者が利用 している。

第二に、仲間のみならず、職員集団、家族 も含めて、常に話 し合いを行いなが らの実践である。

仲間の 自治会活動の尊重は もとよ り、職員同士の話 し合いや、 日々の出来事の保護者 ・家族への

連絡、情報提供な どを繰 り返 し行っている。その ことで、職員は常に一致 した認識でもって仲間

に対応す ることができ、一方、仲間はそれぞれが 自分の責任において行動す ることができるよ う

になっていく。 また、最初は、半信半疑だつた り、"で きない子 どもに無理なことをや らせよ う

としている"と いった意見をい う保護者の姿 もあったが、 日がたつにつれ て、わが子の変化に驚

きつつ、とまどいつつ もその発達 ・成長に無関心ではいられな くなるのである。こ うして仲間、



職員、保護者のそれぞれの話 し合いや関わ り合いを大切にすることによって、民主的な開かれた

施設 として機能 しているのである。

第三の特徴は、こうした民主的活動 ・運営の展開 として、地域 との関係がある。仲間 自身が地

域に出ていくことで、地域住民の意識 と状況を変革す る力 となってきた ことである。

第四には、ラッコハ ウスはこうして地域生活を選択 した重度 ・重複障害者 とその家族の支援 を

展開 してきたわけであるが、それ ゆえ、必要に迫 られて各種の事業を拡張 してきている点である。

第五に、当初から障害者運動の牽引役 としての、いわゆる運動体 としての性格 を維持 している

ことである。少なくとも、設立以後絶えることのない運動の展開によって、多 くの補助金 を獲得

し、行政の障害者問題への認識 を変化 させてきたのである。その意味では、純粋 に共同作業所 と

しての本来の性格を有 しているといえる。

このよ うに富山共同作業所 ラッコハ ウスは、障害者問題 に対する地方都市特有の認識が、それ

までの障害者の生活 を限定 し、きわめて非人間的な環境に押 しやっていた現状を黙認す るのでは

なく、様々な選択肢のあることを提示 し、障害者の在宅 ・地域生活 を支援す るもの として独 自の

理念 と実践を展開 してきたのであ り、共同作業所の本来持 っている機能 を最大現に具現化 してき

た もの といえる。

ところで、共同作業所 のもつ運動体 としての機能には、ひ とつには脆弱な経済基盤を補強する

ものとして政策への要求運動 とい う側面、もう一面は、地域生活を指向す る障害者 とその家族の

生活支援 とい う意味での地域への啓発活動、とい うふたつの機能を持 ち合わせているといえる。

これ らの側面は、本来障害者 とその家族の生活保 障的機能をもつ福祉施設全般 がもちえていた

機能であるはずである。 しかるに、戦後の 「社会福祉事業法」(1951.3:法 律45)(現 行:「 社会福

祉法」)が 成立 し、社会福祉事業が社会福祉法人を中心 とした民間経営に委ね られることによっ

て、その運営は、主に措置費に依存 させ られてきた歴史的経過の中で、運動的側面を捨象 してき

たのであった。同様 に、地域生活支援 とい う概念 も近年登場 してきたものであるが、それ 自体極

めて政策的恣意性の産物であ り、従来の社会福祉施設に新たに機能を付加 して、在宅 ・地域生活

支援事業を展開するように してきたものである。 この ような社会福祉施設を巡 る動向のなかでは、

前述 した二つの運動的機能は、既存の法内施設である社会福祉施設 ではもはや果た し得ない機能

となってきたのである。

その意味では、共同作業所の中にこれ らの機能を守 り通 してきてい るものがあることは、極 め

て重要な意味をもっているといえる。

(2)ラ ッコハウスの運動的側面

(A)地 域運動

ラッコハ ウスの地域における運動 として、まず第一に上げられるのが、地域変革のための運動

である。

すでに報告 してい るH君 の事例な どは(10)、仲間 自らが行動 を起 こす ことで地域 の環境 を改善

する原動力 となってきたことを表 している。最初 は、ラッコハ ウスによる支援 があった としても、



それをきっかっけ として経験 を積む ことで、やがて自ら交渉 して公共交通機関を利用可能 として

いったことは、ま さに経験の積み重ね と自らの存在 を社会にアピールすることで、社会環境 を変

革 していった といえる。ただ し、ここで注意 しなければな らないのは、単に強引に公共機関に対

し圧力 をかけるかのよ うな行動をお こしたのではないことである。 ともすれ ば、,こうした行為は、

障害者 とその関係者による独善的行為によって、地域住民や公共機関を敵視 したかのような行動

とす り替えられて しま う危険性 を持っている。一部の障害者運動の担い手のなかには、こ うした

強引な行為を正当化 し、地域住民との軋轢 を生みなが らもそれ を当然視す る運動も存在する。 し

か し、障害者運動 自体が地域住民の広範な住民運動 と決裂 しては成立 しないのであり、も しそ う

した運動を展 開す るとすれば、それは決 して地域住民の理解 と協力は得 られないのであ り、それ

によって、その障害者の存在は地域住民としての存在ではな くなるのである。地域で共に生活す

る住民であるか らこそ、障害者 も健常者 も共に協力することが可能 となるのである。H君 とラッ

コハ ウスの実践は、まさにこの地域住民として必要に迫 られての行動であ り、自らが地域生活を

営んでい く上で必要な条件を、 自ら地域住民の一員 として公共機関にむかって要求 したものであ

る。地域に開かれた、地域に根付いた施設 として、そ して仲間が地域住民であることを中心に据

えなが ら、障害者 も健常者 も共に地域住民であるとい う観点での運動を展開す ることが重要なの

である。 「『作業所づ くりは箱づ くりではない。民主的な地域づくりである』 とい う観点が大切」

であ り、「『作業所は事業体である と同時に運動体である』 ことも忘れて」(11)はならないのであ

る。

地域運動 としての実践の第二の特徴は、地域住民がラッコハ ウスの活動や内容を実際に 目にす

ることができるような実践を続けてきていることである。近年改善 されたとはいえ、社会福祉関

係施設は時 として地域か ら隔離 ・遊離 した存在 となることが多 く、地域住民に とっては施設内部

での活動の様子まで理解す ることはきわめて困難な状態にある。 とくに入所型施設においてはこ

うした傾向が強い といえるが、通所型施設においても同様 の傾 向があることは否めない。 ラッコ

ハ ウスでは、地域住民 との関わ りを大切に して、地域に貢献する意味から、施設内には リサイク

ルセ ンターを設置 し、一方で、地域に出向いてダンボールや古紙等の回収作業を行っている。 リ

サイ クルセンターに品物を求めてやって くる地域住民が、それは個人であった り、事業所であっ

た りす るのであるが、作業所の活動 を見なが ら、時には仲間 とのコミュニケーシ ョンを図 りなが

らセ ンターを利用す ることができるようになっている。 そ してダンボールや古紙等の回収作業は、

現在約40カ 所の会社、事業所、商店 と契約 してお り、毎 日知的障害のある仲間と職員が出かける

ことで、大きな地域貢献 となっているだけでなくラッコハ ウスの宣伝にも役立っているのである。

この作業は3ヶ 月に一度富山市よ り資源回収報償金(約250,000円)の 交付対象 ともなっている。

作業所の作業科 目の 目玉でもあり、施設外の人々と接す ることで仲間も礼儀正 しく挨拶を交わし、

一所懸命運んでいる姿は非常に評判がよく、口 コミで どん どん広がってきている。 これは リサイ

クルセ ンター とは違って、外部に出て行 くことでラッコハ ウスの仲間の姿 ・様子を理解 してもら

うことできる実践であるといえる。



第三には、常にマスコミとの関係 を維持 していることである。マス コミを媒体 として地域への

情報発信を可能 としているのである。 このようなマスコ ミへの情報提供は、結局、ラッコハ ウス

の実践 ・活動を地域に広めることに大きな役割を果たす ことにな り、そのことは、共同作業所の

実践に欠かせ ないボランテ ィアなどの人材確保へ とつなが り、それがまた、地域住民の理解 と協

力 を作 り上げていくとい う、啓発 ・広報運動 の一端を担 うことになるのである。

(B)サ ー ビス提供機能と自治体への運動

ラッコハ ウスが行っている仲間のための各種の地域福祉サー ビス事業についてもすでに紹介 し

てい るが(12)、それ らの事業を行いつつ、常にそれ を政策側(自 治体側)へ 押 し返す力を持 って

きていることである。まさ しく、前述 した ように、作業所の持つ今後の機能 としてセンター的役

割 を果た してきたものであ り、実績 を作ることによって、政策側へ押 し返す事例を作 り上げて き

たのである。1996年 度に本格的に取 り組み始 め、送迎サー ビス、宿泊訓練 、機能訓練等 を行 い、

1998年 度 には レスパイ ト事業、1999年 度には入浴サービス事業へ と拡大 していくのである。 これ

らの事業は、保護者のニーズ調査や懇談会を開催することで地域生活上の困 り事な どを聞 き取 り、

仲 間が家族 との生活 を選択 したとき、保護者や家族が健康で一緒 に生活を維持 していけるように

するために実施す るものである。 こ うして必要に迫 られて実施 してきた ものではあるが、やや も

すれば、政策的不備の代替的役割 として、政策責任 を肩代わ りさせ られる危険性をもっているも

のである。それゆえ、ラッコハ ウスは、実施 している全ての事業 をつねに過渡的なものとして位

置づけ、その実践の一方で行政の不備 を指摘 しつつ政策的に押 し返 していく運動を行っている。

政策的対応 を待っていては、仲間の生活保障はおぼつかない現状 に直面す るなかで、やむにやま

れず実施 してきたのである。 自治体側か らは、 「一作業所がや ることではない」 とされ、予算措

置がなされ ることはなかった。 しか し、障害者 とその家族の深刻な生活 問題 に直面す るなかで、

重度 ・重複障害者にも地域社会で生活する権利があるとい う基本的認識の もとに、生活保障の重

要性 を自治体 に訴 え続けてきているのである。それは、いつでも必要なだけ利用できるとい う、

必要即応 の原則にのっとったサー ビス体制の存在が、在宅障害者 とその家族に とっては非常に重

要であることを認識 しての リスクマネージメン トの実践であるといえる。

(C)補 助金要求運動の展開

ラッコハ ウスは無認可小規模作業所であるがゆえに、他の同様の作業所がそ うであるように、

日々の運営は、その多 くを自治体からの補助金に依拠 しなければならない。 しか し、設置 当初か

ら各種の補助金を交付 されている 「育成会」 をは じめとす る障害者団体によって設置 された作業

所 とは違い、ラッコハ ウスの場合 は、まった く補助金の対象外に置かれていたのである。そ うし

た事実の中で、補助金交付の不公平 さや不透明 さを 自治体に対 して訴 え続 けたのであった。<表

2〉 は、ラッコハ ウス設立当初か らの補助金の流れ と、年間運営費の変化である。

さて、ラッコハ ウスの設置に向けた経緯 についてはすでに報告 しているが(13)、1987年にスター

トしたラッコハ ウスは、同年10月 に2名 の通所者で始まった。 この当初、富山県には 「心身障害

者通所訓練事業補助金制度」があ り、金額は年間1,680,000円 であった。 しか しそ の 規 定 に は



「通所者15名 」 という基準があ り、ラッコハ ウスは当然の ことなが ら対象外 となるのである。一

概に 「15名」 といっても設置当初か らこれだけの人数を確保す ることは現実的に困難であるとい

え、その意味では、 この基準そのものが大きな問題 であった といえる。富 山市に単独補助の要請

をするが受け入れ られず、結局、一切補助金 なしで始まったのである。 このよ うなことは、今で

こそ考えられないことであるが、多 くの無認可作業所がそ うであるように、設置者 とその関係者

の多 くの協力 と努力によって運営 されていくのである。ラ ッコハ ウスは道渕吉則所長が 自ら 「共

同作業所全国連絡会」の物品販売などを手がけつつ、文字通 り手探 りで運営費を捻出 してきたの

である。 この ような状況のなかで、ラッコハ ウスの自治体への文字通 りの運動が始ま り、自治体

交渉が毎年繰 り替えされていくのである。

そ して1989年 にはラッコハ ウスだけの運動 ではなく、「富山県障害者(児)団 体連絡協議会」

(富山障連協)と 連携 しつつ要求運動 を展開す る。その結果 、皮肉にも、ラッコハ ウスが要求 して

いた 「対象者数の縮小」は認め られず、何故か補助金の額が2,706,000円 とおよそ1,000,000円 増

額 され るのである。 しか しラ ッコハ ウスは利用者の数を満たせず補助金の対象外 とな り、結局 こ

の増額の恩恵 を受 けたのは既存の何 も運動 していない団体に所属す る作業所だけであったのであ

る。その間のラッコハ ウスの年間運営費は、1988年 度が約2,000,000円 、1989年 度は5,000,000円

で、 これ ら全て保護者や関係者の会費や寄付でまかなっていたのである。



翌年1990年 度になると状況は大きく変化する。 ラッコハ ウスは、その所属す る 「共同作業所全

国連絡会」の国会請願署名 とともに、「富山県の補助金制度改革」について街頭での呼びか けを

行い、それがマス コミにも取 り上げられることによって、 自治体の基準を大きく変 えるきっかけ

をつ くるのである。共同作業所の運動がマス コミと連動することによって、大きな力 となること

を証明す るできごとであるといえる。その後 もラッコハ ウスは、 ことあるごとにマスコ ミを利用

しつつ、地域住民に情報の発信 をしていくのである。 この時、富山県の補助金 は、対象者数の改

正 と金額の規定が変更 され、「通所者10人 以上」のA型 が2,906,000円 、「通所者5人 ～9人 」の

B型 が1,477,000円 となるのである(A型,B型 とも県 ・市町村2分 の1ず つ負担)。 ラ ッコハ ウ

スは 当時通所者が10人 だったのでA型 の対象 とな り、規定通 り富山県1,453,000円 、富 山市

1,453,000円 の補助金が交付 され、初めてラッコハ ウスが自治体の補助金対象 となったのである。

それまで、一切の補助金がなく運営 してきた ことか らす ると、少なくとも経営安定の基盤ができ

上がった といえる。 しか し一方で、国庫補助である 「在宅障害者通所援護事業補助金」(国 か ら

800,000円)の 申請を しようとすると、県側から、「国庫補助 を受けるところは、県 ・市の補助金

よ り400,000円 ずつ差 し引く」 といわれるのである。そ こで、「国 と県の補助金は別の もの」 とし

て運動を展開する。 これ もマスコミが"問 題である"と 大きく報道 し、県議会の一般質問にも取

り上げ られるほどに大きな波紋 を呼んだのである、その結果、 自治体側か らは 「来年度か らは差

し引くことは しない」 との回答 を引き出し、大きな成果を上げたのである。 このときすでにラ ッ

コハ ウスの運営経費は8,000,000円 に達 していた。

このよ うな自治体への取 り組みによって、 ラッコハ ウスは補助金の対象 とな り、国庫補助金の

差 し引きも廃止 され、絶え間ない運動が一定限度結実 してきたのである。1991年 度には国庫補助

金(900,000円)も 受 け、県 ・市の補助金(合 計3,276,0dO円)(県 と市2分 の1)の 対象 となるの

である。 もちろん、こうした公的援助を受 けた として も財政的には決 して楽なわけではな く、今

後は補助金額の増額要求運動を展開 しよ うとしていた。 当時富山市には8カ 所ほ どの作業所が存

在 していたが、ラッコハ ウスのよ うに要求運動 をしなくて も寄付 を集めた りして安定 した経営が

成 り立っているとばか り思われたが、実はその裏には大変な問題が隠 されていたのである。前年

度の補助金 は富 山市の基準 では1,453,000円 である。 ところが、ある作業所には富山市単独 で

3,000,000円 、4,000,000円 な ど、多いところでは6,000,000円 とい う数字 が出ていたのであ る。

確 かに補助金 の自治体負担は 「市町村では2分 の1以 上」(下 線筆者)と なってお り、その意味

では1,453,000円 以上の交付が行われて も規定違反ではない。 しか し、あま りにも作業所 によっ

て交付金額に差があるといえる。 しかも、これ らの高額の補助金 を受けていた作業所 は公的施設

内に設置 されているものもあり、運営上困難な状況にあった とは考え られないものが含まれてい

たのである。何故、一部の作業所だけにこのような高額の補助金が出ているのか、作業所によっ

て金額が違 うのは何故か、その理由や基準を示 した内規等があるのか どうかなどについて富山市

に回答を求めたが、結局この時点では明確な返答はなかったものの、"今 後5年 位 かけて是正 し

てい く"と の回答を引き出す ことができたのであった。結局、この点についての交渉は1996年 度



まで引き続き行っていくことになるのである。 このような不公平な事実は、 もともと根拠 もなく

何年にもわたって慣例的に行われてきたものであることが推測 され、あるいは、それ らの作業所

を運営 している特定の障害者団体の力関係 によって、既得権のように交付 され続 けてきた結果で

あると推測 されるのである。 このような状況は富山市だけの実態であっ た とは言えないのではな

いか と考える。各地方 自治体においても同様の問題が隠 されていたことは十分に考え られ るので

ある。

翌1992年 度になると、補助金不公平問題 を取 り上げてから市の補助金が県よ りも増額されてき

た。 この年は、国:900,000円 、県:1,716,000円 、市:2,205,000円 となり、およそ5,000,000円

弱が補助金によってまかなわれ ることになるのであるが、この時のラ ッコハ ウスの年間運営費は

すでに15,000,000円 に達 してお り、差額の不足分約10,000,000円 は寄付や物品販売、バザー等の

収益金、あるいは、金融機関か らのラッコハ ウス関係者の個人的な借 り入れに頼 るしかなかった

のである。その後今 日までお よそ10,000,000円 ほ どの不足分は同様 に して埋め合わせてい くこと

になるのである。ラ ッコハ ウスはこの年、新たな場所を見つけ移転 し利用者 も増加 してきたので、

第一作業所 と第二作業所に分割 をしてそれぞれに補助金の申請をするのである。

その結果、1993年 度には第一作業所 と第二作業所、それぞれに補助金が交付 され、国 ・県 ・市

の総額 が7,587,000円 となる。

その後 も絶え間なく補助金増額の運動を続 けてお り、その結果、富山県は1995年 度に、新たな

制度 と して 「重度加算制度」 を創設する。 これは1人 あた り年額110,400円(県 と市町村2分 の

1ず つ負担)で あり、通常の補助金に合算 して交付 されるようになるのである。 さらに、富山市

は単独で 「家賃補助」 として年間上限600,000円 の補助 を決定するのである。 当然 ラッコハ ウス

もこの補助金の対象 となった。

1996年 度には富山市が中核市 とな り、補助金業務は 「重度加算」も含 めて、全て県か ら市へ委

譲 され 、市の補助金のみ となった。 しか しラッコハ ウスでは、富山市外か らの通所者 も多く、そ

の対象者の重度加算 を富山市に負担 させ るのは問題ではないか と考え、従来通 り、重度加算の半

額は対象者が居住す る市町村の負担 とし、残 りの半分を富山県に求めたが、県はこれ を却下 した

のである。そ こで、新たにこの点を中心に交渉運動 を展開す ることになる。一方、ラッコハ ウス

自体の通所者 も多 くな り、手狭 になったので移転を考えることになる。 この時、施設移転 にかか

る補助金制度(臨 時的経費)が 新に富山市によって制度化 された。 これを受けてラッコハウスは

その臨時的経費(500,000円)を 利用 して移転するのである。

さて、先に問題 とした補助金交付額の不公平問題については、相変わらず正式の回答 もないま

まになっていたが、1997年 度になって、富山市は ようや く補助金基準を明確に して公表 したので

ある。 そ して全作業所がその基準にそって補助金交付を受けることになるのである。 この時の国

と市の総額は、ラッコハウス第一作業所 と第二作業所合わせて16,205,600円 となる。 もっ ともこ

の時点でラッコハ ウスの年間運営費はすでに25,000,000に 達 していたので、やは り10,000,000円

程度の不足が生 じていたことと、その埋 め合わせの方法に変わ りはなかつた。



そ して2000年 度なると、中核市になってか ら事務移譲によって廃止 されていた県の重度加算が

復活 したのであるが、この時、根拠は不明であったが 「1000円未満切 り捨て」 とい う動 きがあ り、

これについて も是正を求めることで、数 日後に 「来年度か らは切 り捨ては しない」 とい う回答を

引き出す ことができたのである。

このように、ラッコハ ウスは、その運営基盤の脆弱さゆえに必要に迫 られて自治体交渉を絶え

間なく繰 り替え してきたのである。 ラッコハ ウスが開所 し、初めて補助金 をめぐる運動を展開 し

てか ら15年 の歳月が流れ、その間、確実に補助金制度の改善が行われ、対象者や金額 の増額等の

是正が実現 してきたのである。 これ は文字通 り 「柱一本から持ち寄って作 ってきた」作業所のあ

り方であるといえ、けっ して、官制作業所では考 えられない運動であったといえる。時 としてそ

の運動の結果、恩恵を受 けたのは他の作業所であ り、運動を展開 した作業所は無視 されてきた経

過があった としても、 もしそ こで、運動 を止 めていたら今 日のラ ッコハ ウスは存在 していなかっ

たといっても過言ではない。作業所設置の経緯からして、単に障害者の保護者が 自らの子 どもの

ためにと設置する作業所 とは異 なる経緯 を持 っていることが、今 日まで、絶え間ない運動を展開

できる大きな要因であることは事実である。そ して、それは、ラッコハ ウス設立時点か らバ ック

ア ップ していた富山障連協の協力があったことも事実であるが、一方では、その実践活動 と運動

を施設のみの もの とせず、マスコミも利用 しつつ、常に地域住民を中心 に一般住民に理解 され る

よう情報提供 してきた成果であるといえる。それが住民をも巻き込んだ運動 として発展 してきた

のである。

おわ りに

共同作業所は、元来、「労働」を軸 とした発達保障 と諸権利 の保障の場 としての機 能を有 して

きた。 しか し、この 「労働」が、いわば 「賃金労働」 とい う意味での位置付けで しかないとすれ

ば、そ こには人間の成長 ・発達を支 える視点は抜 け落ちて しま うのである。残念なが ら、今 日存

在 している共同作業所ρ多 くが、 このよ うな共同作業所での 「労働」 とは、「賃金労働」 を指す

かのように捉え られていることが多いのである。 このことが、共同作業所が障害者 を選別す る機

能を果たすことに連動す ることになるのである。共同作業所での 「労働 」が、このよ うな観点で

のみ捉 えられるとすれ ば、それは単なる一般事業所の代替 ・補完的存在で しかな くな るといえる。

共同作業所での 「労働 は、よ り根本的な意味を持つ もの として捉えなければな らない。す なわ

ち、ここでい う 「労働」 とは、人間的発達 の源泉、土台 としての 「労働 」 とい う観点がもっ とも

大切であ り、それが、障害者 の、ひいてはそ こに関わるすべての人の人間的な成長 ・発達 と生活

保障を実現 していく実践の基盤を形成するのである。その ような観点は、無認可小規模作業所が

認可施設 に変わった として も捨象することなく維持 してい くべきである。

昨今の 「社会福祉基礎構造改革」 と 「社会福祉事業法」の改正は、無認可施設にとって大 きな

変革の機会を提供 してきている。法改正による 「小規模通所授産制度」の新設は、認 可基準の緩

和(と くに 自己資産の基準の引き下げ)、 施設 の設備条件 の緩和、運営費 ・施設整備費の制度化



な どが大 きな特徴 とな ってい る。 これ に よって 、無認 可作業所 の認 可施設 へ の変 革 が期待 され た

ので あ る。 しか し、 この認 可基準 の緩 和 に よって、すべ ての無認 可小 規模 作業所 が 法人格 を取 得

し、認 可施 設 と して機 能 してい くとは限 らない。 この点 に関 して 、大阪府 は 、2002年4月 か ら3

年 以 内に法 人化 で きなけれ ば補助 金 を削減す る新制 度 を創 設 し議 論 を呼 んで い る。

さて、 この程検 討 して きた富 山共 同作 業所 ラ ッコハ ウス も設 立以 来15年 の歳 月 を経 て 、2002年

7月 に社会福祉 法 人 とな り、認可施 設 の建設 に取 り組 んでい る。 この法人 格 を取得す るまでの運

動 の経過 とその意 味 につい ては別 の機会 に譲 るが、 これ まで の様 々な運動 と実践 が 大 き く実 を結

んだ とい える。 とくに 自治体 との絶 え間な い交渉運 動が 、単 に対立 関係 を築 いて きたの ではな く、

反 対 に 自治体 側 との隔 た りを縮 小 しつつ 、 関係 窓口 との間に よ りよい関係 を築 いて きた こ とは 大

きな意 味 を もっ ていた とい え る。

しか し一方 で法人 認 可 によ る認 可施設 の運 営 には、今後 、 自治 体側 か らの様 々 な形 で の介 入 が

予 想 され 、 ラ ッコハ ウス と して 、 それ らの介 入 を排 除 しつつ 、本 来の今 日まで維 持 して きた 実

践.役 割 をいか に堅持 して い くか が大 きな課題 となって くる。 そ して、新 た な法人 ・施 設 と して、

新 た な事 業 ・実践 を ど う構 築 して い くか とい うこ とも課題 で ある。 地域 変 革 の力 として 、障害者

の成 長 ・発達 と生活 保障 の砦 と しての役 割 を、今後 ど うの よ うに具現 化 して い くのか、 ラ ッコハ

ウス に課 せ られ た課 題 は大 きい とい える。

いずれ に して も、地方都 市 特有 の閉鎖性 、封 建制 といった前近 代的社 会 環境 と、 とくに障害者

に対 す る偏見 と差別 が根 強 く残 存す る地 方都 市 にあって 、障害者 とその家 族 の成 長 ・発達 と生 活

支援 、 そ して地域環 境 と住 民意 識 の変革 に大 き な役割 を担 っ てきた ラ ッコハ ウス は、大 きな転機

を迎 えてい る といえ る。 そ して、 この よ うな地方都 市 にお ける先進 的 と もい え る実 践が 、多 くの

地 方都 市で芽 生 えてい る と考 え られ る。 そ の よ うな埋 もれ た実 践 を 白 日の も とに出す こ とで 、わ

が 国の 障害者福 祉 実践 の全体 的底 上 げが可能 とな る と考 え る。
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